
 

 

 

 

 

 都城市男女共同参画センターでは、月に１回女性臨床心理士による「こころの相談」と、女性弁護士に

よる「法律相談」を無料で実施しています。 

性別は問いません。マイノリティの方も相談ください。 

いずれも事前予約が必要ですので、女性総合相談にてお申し込みください。 

※法律相談は相談内容を把握するため、前週の水曜日までに事前面接が必要 

です。 

 

【専門相談日程】 

こころの相談 

開催時間 10：00～１２：00 

（２名まで。相談時間は６０分程度です。） 

法律相談 

開催時間 13：00～16：00 

（５名まで。相談時間は３０分程度です。） 

 ４月８日（火） １０月２１日（火）  ４月２２日（火） １０月２８日（火） 

 ５月２０日（火） １１月１８日（火）  ５月２７日（火） １１月２５日（火） 

 ６月１７日（火） １２月１６日（火）  ６月２４日（火） １２月２３日（火） 

 ７月１５日（火）  １月２０日（火）  ７月２２日（火）  １月２７日（火） 

 ８月１９日（火）  ２月１７日（火）  ８月２６日（火）  ２月２４日（火） 

 ９月１６日（火）  ３月１７日（火）  ９月２４日（水）  ３月２４日（火） 

※4月のこころの相談と９月の法律相談日程が変更となっておりますので、ご注意下さい。 

※相談日を変更することがございますので、予約などで連絡される際にご確認ください。 

 

【申込み・問い合わせ先】 

都城市女性総合相談：☎（０９８６）２３－７１５７ 

受付時間：月曜～金曜日（祝日を除く）10時～16時 
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